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特定非営利活動法人　Mother’s Tree Japan  

理事・監事・顧問各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　坪野谷雅之


Mother’s Tree Japanの現状と今後の課題及び対応（ご報告第３号）


　早いもので、昨年６月に設立しましたNPO法人は、お蔭様で２０年度を終え２１年度を迎えました。
この約９か月の活動を振り返って見ますと、コロナ禍で本来の相談事業等が展開できませんでしたの
で、じっくりと将来の基盤作りに主眼を置き、豊島区及び諸団体へのご挨拶、広報活動の展開、ホーム
ページの改定やYouTubeの作成を行いました。　 

特に、広報活動の一環である各種イベントへの参加や助成金の申請に注力し、次のような成果を見る
ことができましたので、みなさまと喜びを分かち合いたいと思います。 
①東京商工会議所豊島支部主催の「としまイノベーションプランコンテスト」で特別審査委員賞を得
て、同所のホームページで紹介支援をいただきました。 
②昨年度に続き、「としまNPO推進協議会」主催・豊島区共催の『NPO法人見本市』に動画で 
　出展し、『はばたけ大賞』（賞金３万円）を獲得しました。 
③「独立行政法人福祉医療機構（通称WAM）」の令和３年度社会福祉〈通常助成事業〉の内定（助

成金４２６万円）が、４月１日に同所ホームページに掲載されました。 
国の政策機関からの助成ですので非常に意義のあることと思います。 

④「豊島区国際アート・カルチャー/SDGｓ特命大使」の小冊子で紹介され、併せて、同大使の自主
企画事業にも採択され、各種イベントで「豊島区後援」が認められます。 

新型コロナ禍は依然として予断を許さない状況ですが、早期に収束することを祈り、 
引き続き下記のような対応を予定したいと思いますので、ご指導とご支援を賜わりますようお願い申し
上げます。時節柄くれぐれもご自愛専一のほどよろしくお願い申し上げます。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 
Ⅰ．当面の活動計画　～対面相談が厳しく制限される環境下での対応 
　１．独立行政法人福祉機構の助成に伴い期待される事業の展開は、申請書記載事項に従い、１年目・

２年目・３年目とPlan-Do-Check-Actに沿った、次のような実効の伴う活動を行うことになりま
す。 

　　①スマートフォンを活用した身近な寄り添いサービス事業の実施 
②地域行政、医療機関と利用者とのハブとしての機能の発揮 
③地域コミュニティへの支援　　④乳幼児教室等の活動 
⑤予算の支出は所定の規定に従いきめ細かな運用 

　　⑥運営の拡大に伴い組織の強化・拡充等 
　 
２．目に見える身近な活動事例の拡充 

　 　①LINEを使用して日常的なコミュニケーションの取れる専任パートナー（バディ） 
の育成とその活動の展開 
②Mother’s内部の連絡会・懇談会の開催と情報交換等 

　　　　～適宜役員連絡会・懇談会の開催、ZOOMによる情報交換会開催 



　　　　　　　　　　　　　　 

Ⅱ．今後の課題と対応～事業活動の多様化と集中化の促進 
　１．当面の活動の継続 
　広報・宣伝による啓蒙活動の展開、ネットワークの拡充、NPO内部の連絡会・懇談会 
の開催と情報交換を粛々と進める。 

２．新規事業活動の多様化～啓蒙・相談活動の多様化 
（１）日本語学習会の開催企画　　　　：会費制・５回シリーズを予定 
（２）産前産後ケアの学習会の開催企画：会費制・５回シリーズを予定 
　＊場所はいずれもIKEBIZ（豊島区の準公的施設）中心に、コロナの十分な安全対策 

を講じたうえで行う。 

３．事業活動の集中化 
（１）対象を豊島区の主に中国人居住者中心に集中する。 

～中国人１６千人・ベトナム人３千人等～中国人向け日本語学習会・産前産後ケアの学習会
の企画・運営 

（２）外部ネットワークとの連携を強化する。 
　　～情報交換との連携、外部発信のタイアップの拡充を図る。 

Ⅲ．その他 
　１．令和３年度の「都民税（均等割り）の免除申請書の提出 
　　東京都税条例に基づき、前年４月１日から今年３月３１日までの都民税の均等割は、年間70,000

（当NPOの場合は９か月の５２，５００円）を収めるところ、収益事業を行わないNPO法人であ
るため、４月５日付けでこれの免除申請を行いました。 

　２．事業報告及び決算にかかる総会 
　　定款４２条で、「この法人の事業年度は、毎年４月１日（設立登記は令和２年６月２９ 

日）に始まり、翌年３月３１日に終わる」と規定され、また、定款第４６条で「この 
法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事 
業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の決議を経なけれ 
ばならない」と規定されていますので、総会は５月１０日を予定したいと思います。 
（注）総会を招集する時は、開催の日の少なくとも５日前までに通知しなければなら 

ない。（定款第２３条） 
以上 

　　　　　　　　　　　　　　　　　


